自治会長等の変更届 兼 自治会長の個人情報の提供に関する同意書
1. 自治会長の変更
会長の変更がない場合は、「□変更なし」に✔をし、任期をご記入ください。
	自治会名(必須)
	

	新　会　長
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)
	
	住所
	〒　　　　-　　　　　
我孫子市

	
	氏　名
	□変更なし
	
	

	
	連絡先
	（第1連絡先）自宅・携帯　　　　 -　　　　　-　　　　　　　　

	
	
	（第2連絡先）自宅・携帯　　　　 -　　　　　-　　　

	
	E-mail
	                                        　　　


	
	任　期
	令和　　　年　　　月　　　日 ～ 令和　　　年　　　月　　　日

	※市民協働推進課からお問い合わせする際に第２連絡先とE-mailを使用させていただく場合があります。
※集合住宅で管理事務室へ郵送物の送付・連絡を希望する場合は「□管理事務室への送付を希望する」及び「□管理事務室への連絡を希望する」に✓し、送付先の住所及び連絡先をご記入ください。

	□管理事務室への送付を希望する
□管理事務室への連絡を希望する
	住所：〒

	
	連絡先：　　　　-　　　　　-
連絡がつく時間帯　　　　　時～　　　　時



2. 送付物必要部数
	・全世帯配布物必要部数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・回覧物必要部数
全世帯数　　　　世帯　＋　予備　　　部 ＝　　　　　部　　　 班数　　　　班　＋　予備　 　　部 ＝　　　部



3. 自治会長の個人情報の提供に関する同意
令和　　年　 月　 日
自治会長
　　　　　　　　　　　　　　　
　私は、自治会、町会、区及び管理組合等（以下「自治会」という。）の活動のために届け出た個人情報を、８つの提供目的で使用することに同意します。
　






裏面の「自治会長に係る個人情報の提供について」を必ずご確認の上、ご記入をお願いします。

4. 自主防災組織の担当役員の変更　※別紙での提出でも構いません。該当がない場合は記入不要です。
担当：市民安全課（電話　０４－７１８５－１１１１　内線５２２、２１７）
	担当入力
	/
	
	
	道路・市安
	


	◎防災関係書類送付先　※どちらかに✓をしてください。

	□　①自治会長（上記１.の通り）　　　□　②自治会長以外の方（以下の表にご記入ください）

	氏名（フリガナ）：
	住所：我孫子市

	電話番号：　　　　－　　　　　－
	E-mail：

	◎防災関係書類送付方法　※どちらかに✓をしてください。当紙に記載いただいたメールアドレス
もしくは住所へ送付いたします。

	□　①メール　　□　②郵送　　








裏面を必ずご覧ください。


【自治会長に係る個人情報の提供について】
市には、様々な理由で自治会長と連絡をとりたいという相談が寄せられます。
そのため、市では毎年、自治会長に個人情報（氏名、住所、電話番号）を第三者に情報を提供することについての同意を確認した上で、使用の目的が１～８に該当する場合に限り情報提供しています。同意いただいた場合は、氏名、住所、電話番号（第一連絡先）について情報を提供します。
なお、保有している個人情報を第三者へ提供する際には、依頼者の本人確認を行った上で窓口にて書面により提供していますが、サービス向上を図るため、会長同士の連絡や事業者からの問合せ等のうち、依頼者の身分が確実に確認できる場合に限り、電話にて提供する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

	自治会長の個人情報の提供目的
１．【官公庁】事業に使用する場合【警察】情報提供を依頼する際に使用する場合
２．【我孫子市の外郭団体（社会福祉協議会、シルバー人材センターなど）】事業に使用する場合
３．【自治会区域内の住民（親族・移住予定者を含む）】自治会等の代表者の連絡先について問い合わせる場合（自治会入退会、ごみ集積所の位置、防犯・防災）
　※会員の親族の方からの申請については、会員の死亡や病気などにより会員本人から自治会へ連絡ができない場合の退会相談等に限る
４．【土地または建物の開発・売買・管理に関する業者】自治会情報を確認する場合（会費、ごみ集積所の位置の確認・使用許可など）
５．【工事業者】工事内容等について説明する場合（実施内容、通行止めに関することなど） 
６．【自治会・まちづくり協議会】他の自治会との交流や情報交換をする場合
　 ※自治会長、まちづくり協議会会長のみ申請可。それ以外の方は会長の委任状が必要）
７．自治会が所有する集会所の利用について問い合わせるため
８．その他、公益的な目的で使用する場合
※上記以外は、ご相談させていただきます。



	＜主な事例は…＞
· 道路や電柱、ガス・水道管、建物の建設などの工事を行う際、施工業者が自治会に事前説明をする場合
· 市の事業を周知するため、自治会に通知を送付したり、文書の回覧や配布を依頼したりする場合
· 不動産業者などが、自治会費などを確認したい場合


· [bookmark: _Hlk129877128]なお、保有している情報は、同意の有無にかかわらず道路課、市民安全課に通知し皆様への連絡に使用します。あらかじめご了承ください。
【年度途中での変更について】
年度の途中で自治会長や自主防災組織の担当役員を変更した場合は、市民協働推進課へご一報の上、改めてご提出ください（市ホームページからダウンロード可能です）。

【お問い合わせ先】我孫子市役所 市民協働推進課 市民活動推進係
　　　　　　　　☏04-7185-1467　✉abk_kyodo@city.abiko.chiba.jp
